
令和４年度〔第２四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
琵琶湖環境部

（注）※１、※２の説明

環境政策課 令和４年度しが水環
境ビジネス推フォーラ
ム研究・技術分科会
運営業務委託

令和４年度しが水環
境ビジネス推フォーラ
ム研究・技術分科会
運営委託業務

令 和 4 年 7 月 4 日 ～ 令 和 5 年 3 月 22 日 有限会社とーく 9,764,700 水環境ビジネスの実用化に向けて専門的知見
等や高度な企画力・調整力を有する必要があ
り、競争入札に適しないことから、プロポーザル
方式により契約の相手方を選定したため。
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琵琶湖保全再
生課

令和４年度ヨシ群落育
成・維持再生業務委
託

ヨシ群落保全管理・維
持再生業務

令 和 4 年 7 月 15 日 ～ 令 和 5 年 3 月 22 日 公益財団法人淡海環
境保全財団

7,503,900 ヨシの生育状況や火入れ、加工の技術的知見、
これら情報分析能力等が求められ、競争入札に
適しないことから、プロポーザル方式により契約
の相手方を選定したため。
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循環社会推進
課

プラスチックごみおよ
び食品ロス削減等普
及啓発業務委託

プラスチックごみおよ
び食品ロス削減等普
及啓発業務

令 和 4 年 7 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 株式会社エフエム滋賀 5,017,999 本業務の目的を達成するためには、訴求力の高
い啓発業務を一体的に実施する必要があり、価
格のみでの競争ではなく、企画・制作力や専門
性を総合的に評価し、最も優れた者を委託の相
手方として選定する必要があるため競争入札に
適しないことから、プロポーザル方式により契約
の相手方を選定したため。
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下水道課 令和4年度下水汚泥
有効利用調査研究業
務委託

下水汚泥有効利用方
法の可能性検討や炭
化汚泥等の有効利用
に最適な製造条件等
に関する研究

令 和 4 年 8 月 3 日 ～ 令 和 5 年 3 月 15 日 公立大学法人滋賀県
立大学

9,279,600 本業務は、今後の下水汚泥の有効利用に関す
る調査研究を実施するものであり、現在実用化
されている有効利用方法の比較検討のみなら
ず、実用化に至っていないような有効利用方法
を積極的に調査研究する必要があり、参加者か
らの提案を受け、知識や経験、専門性や技術力
を比較のうえ、最も優れた者を委託の相手方とし
て選定する必要があるため競争入札に適しない
ことから、プロポーザル方式により契約の相手方
を選定したため。
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下水道課 R04GS15-26琵琶湖
流域下水道湖南中部
浄化センター建設工
事委託に関する協定
（2系水処理施設再構
築その４）（協13）

水処理施設土木工事
（更新）一式

令 和 4 年 9 月 16 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 1,011,500,000 下水道事業団は地方公共団体が出資して設立
された地方共同法人で、多種にわたり高度な技
術を要する下水道事業の計画から維持管理まで
を官業代行できる唯一の団体であるため。
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根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場合
（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

自然環境保全
課

令和４度第１号指定管
理鳥獣捕獲等事業捕
獲業務（比良山系）

ニホンジカの捕獲業務 令 和 4 年 7 月 12 日 ～ 令和4年11月11日 一般社団法人滋賀県
猟友会

6,570,300 本業務は、ニホンジカの捕獲をより効率的・効果
的に行うものであり、高度な知識や専門性、ま
た、捕獲を実施するための現場対応力等を総合
的に評価することが必要であるが、価格競争の
要素を重視した場合、質の高い成果を担保でき
ず、事業の目的が達成できないおそれから、競
争入札に適しないことから、プロポーザル方式に
よる契約の相手方を選定したため。
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自然環境保全
課

令和４年度第１号指定
管理鳥獣捕獲等事業
（効果的捕獲

ニホンジカを効果的に
捕獲するための技術
検証を伴う捕獲調査
業務

令 和 4 年 7 月 15 日 ～ 令 和 5 年 3 月 24 日 株式会社ＢＯ－ＧＡ 8,569,000 本業務は、ニホンジカの捕獲をより効率的・効果
的に行うものであり、高度な知識や専門性、ま
た、捕獲を実施するための現場対応力等を総合
的に評価することが必要であるが、価格競争の
要素を重視した場合、質の高い成果を担保でき
ず、事業の目的が達成できないおそれから、競
争入札に適しないことから、プロポーザル方式に
よる契約の相手方を選定したため。
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